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壱岐警察署協議会第１回会議議事概要

日 時 令和６年１月18日(木) 14時00分～15時45分

場 所 壱岐警察署講堂

１ 協議会

日髙会長 岩本委員 伊佐藤委員 馬場委員 池内委員

２ 警察署

出 席 者 藤永署長 永渕副署長 吉永刑事生活安全課長

髙田地域交通課長

３ 書 記

警務係長

１ 速度取締り指針について

髙田地域交通課長から、次のとおり説明があった。

(1) 壱岐警察署の速度取締り重点

(2) 壱岐警察署管内の交通事故発生状況

(3) その他の交通指導取締り重点

(4) 悪質危険な交通違反に対する現状と取組

２ 令和６年壱岐警察署業務運営重点について

署長から、令和６年における壱岐警察署業務運営重点について、

会議の状況 次のとおり説明があった。

(1) 犯罪から県民を守る総合的な取組の推進

（2）サイバー空間の脅威への的確な対処

（3）悪質・重要犯罪の徹底検挙と組織犯罪対策の推進

（4）交通死亡事故・重傷事故抑止対策の推進

（5）治安情勢の変化や緊急事態への的確な対処

(6) 活力に満ちた魅力ある職場環境の確立

３ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について

署長から、前回協議会における提出意見である「鍵掛け広報によ

る犯罪被害防止対策の推進」に対する取組状況について、次のとお

り説明があった。

(1) ミニ広報紙による鍵掛け広報を実施した。

（2）ケーブルテレビ出演による鍵掛け広報を実施した。

（3）公共告知放送による鍵掛け広報を実施した。

４ 令和５年10月から12月までの業務重点推進結果について

署長から、次のとおり説明があった。

(1) 犯罪抑止対策の推進

ア 年末におけるコンビニエンスストア、金融機関等に対する警

戒の推進

(ｱ) パトカーによる夜間警戒、交通取締りの実施

(ｲ) パトカーで赤色灯を回転させての警戒の実施



(ｳ) コンビニエンスストアや金融機関に対する制服警察官の立

寄り警戒の実施

イ 防犯講話、不審者訓練等の実施

(ｱ) 幼稚園、小学校等での防犯講話、不審者対応訓練、薬物乱

用教室、ストーカー加害被害防止講話の実施

(ｲ) イオン壱岐店での不審者対応訓練の実施、郵便局や壱岐合

同庁舎での防犯講話の実施

ウ 事案発生時の情報発信の実施

(ｱ) 連続発生した侵入窃盗などについて、駐在所速報やケーブ

ルテレビにおいて事件発生の情報を発信

（ｲ) ニセ電話詐欺についての情報を、防災無線や壱岐市メール

サービスで継続的に発信

（2）年末における交通事故防止対策の推進

ア 「年末の交通安全県民運動」に伴う各種交通安全対策の推進

(ｱ) 街頭監視、交通指導取締り、街頭キャンペーンの実施

(ｲ) 企業による飲酒運転撲滅宣言の実施

イ 年末における飲酒運転撲滅対策の推進

飲食店街を中心に飲酒運転抑止、路上駐車排除のため警戒活

動の実施

ウ 薄暮・夜間における交通事故防止対策の推進

（ｱ) 12月中の週末における飲食店街を中心に夜間取締り及びパ

トカーによる警らの実施

（ｲ) 来署した児童に反射材を配布するなどの歩行者の薄暮・夜

間時間帯における交通事故防止対策の実施

(3) 犯罪被害者支援の推進

ア 犯罪被害者支援ネットワーク総会の開催

(ｱ) 令和５年度の犯罪被害者支援活動結果及び活動予定につい

ての報告

（ｲ）犯罪被害者等の手記の紹介

イ 犯罪被害者支援制度の広報

（ｱ) 壱岐市報に「犯罪被害者週間」及び「犯罪被害者支援制度」

について広報記事を掲載

(ｲ) 公益社団法人長崎犯罪被害者支援センターに古本代金を寄

付する「ホンデリング活動」の実施

（ｳ) 原の辻ガイダンス秋の大収穫祭における、犯罪被害者遺族

等の手記パネル展の実施

（ｴ) 交通事故被害児童が育てていたひまわりの種を広めて交通

事故防止を呼び掛ける「ひまわりの絆プロジェクト」として

壱岐署の花壇で大輪となったひまわりの種を児童へ贈呈

５ 令和６年１月から３月までの業務重点推進計画について

署長から、次のとおり説明があった。

（1） 適正な許可事務等の推進

ア ゲームセンター、ぱちんこ屋等の適正な許可事務等の推進

イ 銃砲刀剣類等の適正な検査等の実施

ウ 火薬類等の立入り検査の実施

（2） 新年度に向けた交通安全対策の推進

ア 子供や高齢者等の歩行者保護対策の推進



イ 交通安全施設の見直しの実施

６ 諮問テーマの協議会の答申に対する推進状況について

署長から、前回協議会における諮問テーマ「窓口業務における受

付時間短縮の周知方法について」への答申「警察にも業務によって

受付時間があることを市民に知らせるための広報誌等を活用した広

報の推進」に対する推進状況について、次のとおり説明があった。

（1） 警察署の受付時間に係るお知らせポスターを作成した。

（2） 他官庁、スーパーマーケット、路線バス車内、長崎県警察ホ

ームページ等に、警察の受付時間に係るお知らせポスターを掲

示した。

（3） 地元新聞紙「壱岐新報」と壱岐市発行の広報紙に受付時間に

ついての記事を掲載した。

７ 諮問テーマに対する答申について

署長から、協議会に対して諮問があり、協議会から次のとおり答

申された。。

（1） 諮問テーマ

警察官の職業としての魅力を中学生に伝える方策について

(2) 協議会からの答申

日髙会長から協議会委員に対し、次のとおり署長への答申内

容について確認があり、全会一致で了承された。

○ 警察業務各部の魅力のアピール活動の推進

○ 初心運転者に対する交通事故防止対策の推進について

提 出 意 見 ３月は高校を卒業した初心運転者が、道路で車両の運転を始める

ので、事故防止対策を推進してもらいたい。


